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第
二
十
三
条
の
四
第
一
号
中
「
第
二
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
四
項
」
に
、「
タ
」
を
「
ヨ
」
に
、「
第

三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
三
号
、

第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出

（
法
第
十
五
条
第
一
項
（
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
見
込
額
か
ら
の
納
付
を
除

く
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
タ
」
を
「
ヨ
」に
、「
第
三
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
」

を
「
第
三
十
四
条
の
二
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
三
号
か

ら
第
二
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
（
法
第
十
五
条
第
一
項
（
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
見
込
額
か
ら
の
納
付
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
中
「
タ
」
を
「
ヨ
」
に

改
め
、
同
条
第
二
十
三
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四

項
」
に
、「
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
九
条
」
を
「
実
用
新
案
法
第
十
三
条
第
三
項
」
に
、「
送
付
」
を
「
送
達
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
二

実
用
新
案
法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

二
十
三

実
用
新
案
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
三
十
四
条
の
二
第
十
三
号
を
削
除
し
、
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号

を
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

九

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求

十

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求
（
第
十
条
第
一
号
、
第
十

八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
及
び
第

五
十
二
号
に
掲
げ
る
手
続
を
行
つ
た
者
が
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特

定
手
続
に
際
し
て
納
付
し
た
手
数
料
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）

第
三
十
四
条
の
五
中
「
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
」
を
「
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
」
に
改

め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
「
読
み
取
り
専
用
光
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
読
み
取
り
専
用
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
に
改
め
、
同

条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
公
報
等
に
掲
載
す
べ
き
事
項
で
あ
つ
て
特
許
庁
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。）を
行
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装

置
（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信（
公

衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い

い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
用
に
供
す
る
部
分
に
記

録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。）を
使
用
す

る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
五
十
二
号
又
は
第
五
十

四
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
見
出
し
中
「
指
定
」
を
「
登
録
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
五
中
「
第
四
十
二
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
八
条
」
を
、「「
第
六
十
条
の
三

及
び
第
六
十
条
の
四
」
と
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三
条
第
一
号
中
「
情
報
処
理
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
先
行
技
術
調

査
業
務
」
と
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
十
条
の
十
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
六
十
条
の
六

特
定
登
録
調
査
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
先
行
技
術
調
査
業
務
の
全
部
又
は

一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
先
行
技
術
調
査
業
務
の
区
分

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

四

休
止
又
は
廃
止
の
理
由

第
二
十
九
条
中
「
に
掲
げ
る
物
件
」
の
下
に「（
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
中
「
第
四
十
九
号
」
を
「
第
五
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
」
を
「
登
録
情
報
処
理
機
関
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
中
「
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
二
号
及

び
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
」
を
「
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
、

第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
九

号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
及
び
第
二
十
九
号
」
を
「
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
三

号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に「（
同
法
第

六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
九
号
を
第
三
十
四
号
と
し
、
第
二

十
八
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
七
号
中
「
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。」を
「
特
許

料
等
の
納
付
の
申
出
及
び
国
際
出
願
等
に
係
る
手
数
料
の
納
付
の
申
出
並
び
に
法
第
十
五
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
の
返
還
の
申
出
に
係

る
も
の
を
除
く
。」に
、「
及
び
第
四
十
九
号
」
を「
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
及
び
第
五
十
二
号
」に
、「
特

許
料
等
の
納
付
の
申
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。」を
「
特
許
料
等
の
納
付
の
申
出
及
び
国
際
出
願
等
に
係
る
手
数
料
の

納
付
の
申
出
並
び
に
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
の
返
還
の
申
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。」に
、「
か

ら
第
二
十
三
号
ま
で
」
を
「
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
」
に
、「
第
二
十
四
号
」
を
「
第
二
十
九
号
」に
、「
第
二
十
五
号
」

を
「
第
三
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
第
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、「
第
四
十
三
号
」
の
下
に「（
国
際
出
願
等
に
係

る
手
数
料
の
納
付
の
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
を
、「
第
四
十
七
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十

一
号
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
二
十
六
号
」
を
「
第
三
十
一
号
」に
、

「
第
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、「
か
ら
第
二
十
三
号

ま
で
」
を
「
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま

で
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
七
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
六

商
標
法
第
七
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求
（
第
十
条
第
四
号
、
第
十

八
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
及
び
第
五
十
二
号
に
掲
げ
る
手
続
を
行
つ
た
者
が

商
標
法
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
手
続
に
際
し
て
納
付
し
た
手
数
料
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。）

第
三
十
四
条
の
二
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
十
一
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

意
匠
法
第
六
十
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求
（
第
十
条
第
三
号
、
第
十
五

号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
及
び
第
五
十
二
号
に
掲
げ
る
手
続
を
行

つ
た
者
が
意
匠
法
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
手
続
に
際
し
て
納
付
し
た
手
数

料
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）

第
三
十
四
条
の
二
中
第
十
六
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
八
号
と
し
、第
十
四
号
を
第
十
七
号
と
し
、

同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
五

実
用
新
案
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
料
（
実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付

す
る
も
の
に
限
る
。）に
関
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
料
の
返
還
の
請
求

十
六

実
用
新
案
法
第
五
十
四
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
過
誤
納
の
手
数
料
の
返
還
の
請
求（
第
十
条
第
二
号
、

第
十
八
号
、
第
二
十
三
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
及
び
第
五
十
二
号

に
掲
げ
る
手
続
を
行
つ
た
者
が
実
用
新
案
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
手
続

に
際
し
て
納
付
し
た
手
数
料
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）
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